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水害リスクマネジメントの現状と展望

1. はじめに
平成 18 年～平成 22 年にかけて内閣府中央防災会議「大規模

水害対策に関する専門調査会」1 では大規模水害時の被害・影響
把握や対策の検討が本格的に行われた。さらに平成 23 年 3 月
11 日の東日本大震災の津波被害を契機に、水害においても、想
定される最大外力（L2 外力）による被害想定と対策に関する検
討 2 に着手することとなった。また、平成 26 年 11 月に公表さ
れた IPCC 第 5 次評価報告書統合報告書 3 において、気候シス
テムの温暖化について疑う余地はないことが示されており、地
球温暖化が進行すると、今後、さらに水災害の頻発化・激甚化
が懸念される。

近年、時間雨量が 50mm を上回る豪雨が全国的に増加してい
るなど、雨の降り方が局地化・集中化・激甚化しており、平成
24年7月には九州北部豪雨、平成27年9月には関東・東北豪雨、
平成 28 年 8 月には相次いで発生した３つの台風により北海道・
東北を中心に甚大な被害が発生している。このような甚大な水
害の発生を踏まえ、社会整備審議会等による答申・提言等がな
され、その中で水災害分野における対策の目標は次表に示すよ
うに、人命被害については“犠牲者ゼロ”、社会経済被害につい
ては“壊滅的被害の回避（最小化）”、復旧・復興期間については“迅
速化”が記載されている。

さらに、このような目標を実現するために、被害想定やリス
ク評価の重要性が再認識されるとともに、治水施設の対応能力
には限界があり、施設では防ぎきれない最悪の事態の大規模水
害が発生することを前提に、ハード・ソフトの対策を総動員し
て取組ことが重要とされている。

行政や住民、企業等のそのようなハード・ソフト対策の取組を
効率的・効果的に実施していくためには、各主体ができることを
鋭意推進していくことも重要であるが、全体を俯瞰して水害リス
クを認識し、脆弱性に対して、“洪水・氾濫防御”と“洪水氾濫
発生時の被害軽減”や“被害からの早期復旧”の各対策の組合せ
を効率性や実行性の観点からマネジメントしていく、「水害リス
クマネジメント」がより重要であるが、それに対する十分な体制
や仕組み・運用がなされていないのが現状であると考える。

本報告は、このような現状認識を踏まえ、水害リスクマネジ
メントの現状と展望について論ずるものである。

治水施設の対応能力には限界があり、施設では防ぎきれない

水害における防災・減災対策の取組の現状2

1 内閣府中央防災会議：大規模水害対策に関する専門調査会報告，
2010.4

2 内閣府中央防災会議：東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津
波対策に関する専門調査会報告，2011.9

3 IPCC：第 5 次評価報告書統合報告書・第１作業部会（自然科学根拠），
2013.9

答申・提言 目標に関する記述
社会経済被害人命被害 復旧・復興期間

水災害分野における地球温暖化に
伴う気候変化への適応策のあり方
について答申（H20）

犠牲者ゼロ

少なくとも命を守り

一人でも多くの命を
守り

国家機能の麻痺を
回避

社会経済に対して壊
滅的な被害が発生
しない

社会経済の壊滅的
な被害を回避

国家及び社会の重
要な機能が致命的
な障害を受けず、維
持され、我が国の政
治、経済及び社会の
活動が持続可能な
ものとなるようにす
ること国民の財産及
び公共施設に係る
被害の最小化に資
すること

人命の保護が最大
限に図られること

迅速な復旧復興に
資すること

新たなステージに対応した防災・
減災のあり方（H27.1）

水災害分野における地球温暖化に
伴う気候変化への適応策のあり方
について答申（H27.8）

国土強靭化基本法
（H25.12）
基本方針

表 1-1  答申・提言等における水害対策の目標に関する記述内容
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最悪の事態の大規模水害が発生することを前提に、“人の命を守
り”“社会経済の壊滅的被害を回避する”ために、防災と減災の
両面からハード・ソフトを総動員して対策を推進していくこと
が重要である。水害に関する関係法令においては、防災と減災
に関しては下表のように記述がなされており、水災害分野の目
標（表 1-1）と関連付けて整理すれば、防災により“人の命を守
り”、防災・減災方策により“社会経済の壊滅的被害を回避する”
と本論では定義する。

水害リスクマネジメントという視点から、水害対策の目標や
防災・減災の関係性を整理すると上図のような体系として整理
できる。

堤防やダムなど治水施設整備や、被害軽減のハード対策であ
る排水施設整備や輪中堤、氾濫流抑制施設（二線堤）などのハー
ド対策により、施設の対象外力までの人命や資産被害を抑止す
ることができる。あわせて、浸水想定図や発災時のリアルタイ
ム情報の活用、避難確保や浸水防止計画など、流域におけるソ
フト対策を実施することにより、ハード対策の整備途上や施設
整備計画を超える外力に対して、被害軽減を図ることができる。
また、被災後の迅速な復旧に対しては、リスクファイナンス等
の経済的外部支援策を活用することにより、一層の被害軽減を
図ることができる。

2.1 被害想定・リスク評価
水害に対する防災意識を啓発するための包括的・総合的なリ

スク情報である浸水想定図やハザードマップに加え、近年では、
発災時の危機管理対応を事前検討し、地域の避難計画や企業の
水害 BCP（事業継続計画）の策定支援として、想定破堤点毎に、
どこが・いつ・どのくらい浸水するかの変化をアニメーション
やグラフで閲覧できる地点別浸水シミュレーション検索システ
ム（浸水ナビ）の情報提供がなされている。加えて、激甚な浸
水被害への対応を図るため、想定し得る最大規模の降雨に対す
る氾濫浸水想定図も順次提供されている。

2.2 洪水氾濫を防御するためのハード対策
浸水被害抑止を図るため、堤防やダム、調節池、輪中堤、排

水施設等の治水施設整備を鋭意実施しているが、河川堤防の整
備率は 42％（2015 年）にとどまっている。地球温暖化に伴う
気候変動により、大雨による降水量が増加することや短時間強
雨の発生頻度が増加することなどが予測される中、整備途上段
階での被害発生の可能性も高まりつつある。

2.3 洪水氾濫発生時の被害を軽減するためのソフト対策
事前に策定した避難確保・浸水防止計画や水害 BCP に基づく

氾濫発生時の応急対応を確実に実施し被害軽減を図るため、降
雨に関する X-RAIN や高解像度ナウキャスト、洪水予警報や水位
情報、災害発生状況をいち早く地図上で確認できる統合災害情
報システム（DiMAPS）等のリアルタイム情報が提供されている。

2.4 迅速な復旧・復興に向けた支援策
被災後の復旧の迅速化に資する外部支援策として、保険・共済、

災害見舞金の給付、税の減免措置などの経済支援策も提供され
ている。

2.5 最近の取組対策
平成 27 年の関東・東北豪雨を踏まえ、水防災意識社会の再

構築を目指し、住民等の行動につながるリスク情報の周知や事
前の避難行動計画（タイムライン）の作成などの住民目線のソ
フト対策の導入・推進、避難のための時間を稼ぐ越水等が発生
した場合でも決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう堤防構
造を工夫する危機管理型ハード対策などを新規施策として実施
している。

また、藤沢市 5 や花巻市 6 のように立地的計画策定において
浸水想定図やハザードマップを考慮して浸水リスクの高い地域
を居住誘導地域から除外することや、避難対策の充実を加味し
た居住誘導地域の設定などの試行も実施されつつある。

関係法令 災害の未然防止に関する事項：防災 災害発生時の被害軽減に関する事項：減災

災害対策基本法
(S36.11、
 最終改正H27.09)

第一章　総則
（定義）
第二条　二
防災　災害を未然に防止し、災害が発生した場合
における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を
図ることをいう。

第一章　総則
（定義）
第二条　二
防災　災害を未然に防止し、災害が発生した場合
における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を
図ることをいう。

河川法
(S39.07、
 最終改正H27.05)

第一章　総則
（目的）
第一条　この法律は、河川について、洪水、津
波、高潮等による災害の発生が防止され、河川
が適正に利用され、流水の正常な機能が維持さ
れ、及び河川環境の整備と保全がされるようにこ
れを総合的に管理することにより、国土の保全と
開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、か
つ、公共の福祉を増進することを目的とする。

第二章　河川の管理　第二節　河川工事等
（河川整備計画）
第十六条の二
２河川整備計画は、河川整備基本方針に即
し、・・・河川管理者は、降雨量、地形、地質その
他の事情によりしばしば洪水による災害が発生し
ている区域につき、災害の発生を防止し、又は災
害を軽減するために必要な措置を講ずるように特
に配慮しなければならない。
（洪水時等における緊急措置）
第二十二条　洪水、津波、高潮等による危険が切
迫した場合において、水災を防御し、又はこれに
よる被害を軽減する措置をとるため緊急の必要
があるときは、・・・・

水防法
（S24.6、
 最終改正H27.05）

第一章　総則
（目的）
第一条　この法律は、洪水、雨水出水、津波又は
高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによ
る被害を軽減し、もつて公共の安全を保持するこ
とを目的とする。

第一章　総則
（目的）
第一条　この法律は、洪水、雨水出水、津波又は
高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによ
る被害を軽減し、もつて公共の安全を保持するこ
とを目的とする。

表 2-1 水害に関する関係法令における防災・減災の定義付け

図 2-1 水害リスクマネジメントの体系図
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災害防御施設の整備 堤防・ダム等の整備

氾濫流抑制施設・
輪中堤等の整備

建築物/地下街の耐水化

浸水想定区域図・
ハザードマップの公表

避難・誘導施設の整備、避難率向上の啓発等の避難対策

保険・共済

税の減免措置

低利子融資

災害見舞金等の給付金

　リアルタイム情報の活用
（洪水予警報、水位情報、X-RAIN、高解像度ナウキャスト）
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水理的脆弱性解消
（Hazardの制御）

人・資産の
移転・避難
（Exposure）

↓
社会的脆弱性解消

（冗長性・代替性確保）

地形・水理的
脆弱性解消
（Vulnerability)

復旧・復興支援
（不可逆性の抑止）
（スピードの促進）

【移転】
【保有】

【低減】

【回避】
【低減】

【低減】

市街化調整区域の活用等の
土地利用規制・誘導

（立地適正化計画の活用）

自然保水機能の保全 開発規制、調整池の整備

排水施設の整備
⇒復旧促進

電気・ガス・上下水道、交通機関等のインフラ早期復旧策【低減】

リアルタイム氾濫予測解析

避難確保・浸水防止計画の作成（水防法）・タイムライン
（地下街・医療施設・要配慮者施設・大規工場）

迅速な排水計画、道路啓開

企業・地域のBCP（NETWORK/Backup等の確保）

水防活動（漏水対策、越水対策、洗掘対策）

5 藤沢市：藤沢市立地適正化計画，2017.3
6 花巻市：花巻市立地適正化計画，2016.6
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3.1 問題認識
(1) 大規模水害時への備えが進んでいない現状

社会経済の壊滅的被害を回避するためには、企業における水
害 BCP 策定が有効な対策の一つであるが、“策定済み”と“策
定中”と“策定を予定”を合わせると、地震については大企業、
中堅企業とも 95% 以上だが、水害では 50% 前後にとどまる。

“策定済み”のみでは大企業でも地震については 42.4%、水害で
はわずか 18.5% である。6

災害に関する内閣府の企業の事業継続の取組に関する実態調
査（2012.3）によると、事業継続に係る取組を実施していない
企業は、「スキル・ノウハウが不足している」「情報が不足して
いる」「人手を確保できない」を主な理由に挙げている。また、「策
定の費用の確保が難しい」という経済的理由も少なくない。

(2) 大規模水害時の被害事象の全体像の把握
（1）の内閣府の実態調査の結果を踏まえると、浸水想定図や

ハザードマップの提供だけでは、業種・業態に応じた具体的な
被災事象（インシデント）や防災・減災対策を実施する上での
課題がイメージできず具体的な検討や行動につながっていない
と考えられる。一方、リスク情報を提供する行政側の防災担当
者や河川管理者も大規模水害時における被災事象（インシデン
ト）の全体像を十分に把握できている現状にはなく、このため
国土交通省武雄河川事務所や荒川下流河川事務所より水害 BCP 
策定の手引きは公表されているものの具体性を詳述する余地も
あるのではないかと考える。

上図は、大規模水害時のインパクトの伝搬と被害の波及関係
を表した模式図である。これまでの被害事象の把握は、水害統
計調査や治水経済調査マニュアルにて主に取扱っているごく短
期の浸水による直接的影響を把握するところ（図中の青線範囲）
までであり、水害の被害指標分析の手引（H25 試行版）平成 25 
年 7 月に基づき、復旧対応期における波及的被害の一部も対象
として検討するようになったものの、大規模水害による被害の
時間的・空間的な波及影響については実態の把握が十分になさ
れていないのが現状と考える。

平成 23 年の東日本大震災における大手製紙工場や自動車生
産工場の被災による日本や世界への波及的影響や、平成 28 年の
３つの台風来襲においても北海道の馬鈴薯や秋人参等の農作物
の被災と鉄道・道路の物流網の被災による農作物の品不足や高

図 3-1 企業における BCP 策定状況
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95%以上

50%前後

策定済～策定予定

策定済～策定予定

出所：内閣府、企業の事業継続の取組に関する実態調査（2012年3月）

図 3-2 BCP 策定時の問題点 ･ 課題

図 3-3 大規模水害時のインパクトの伝搬と被害波及の関係の模式図
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＜大規模水害時のインパクトの伝搬と被害の波及の関係の模式図＞

出典：内閣府 企業の事業継続の取組に関する実態調査，2012.3

水害における防災・減災対策の取組の展望3

6 内閣府：企業の事業継続の取組に関する実態調査，2013.3
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水害リスクマネジメントの現状と展望

騰など、広域的・中長期的な影響事象（図中の桃色範囲）が顕
在化している。

平成 27 年 9 月に発生した鬼怒川氾濫により市全体の約半分
に浸水被害が発生した常総市では、翌年の人口が浸水区域を中
心に約 1,000 人減少している。常総市の長期的な人口の推移は
横ばい又は微減傾向であり、周辺市町村では同様の経年傾向で
あり且つ水害の翌年に大幅人口減少は生じていないことから、
水害による影響と考えられる。その要因を断定することはでき
ないが、水害後にアパートの 1 階に空き室が生じたままになっ
ているなどの状況証拠から、土地や家屋等の不動産を有しない
若年層を中心に、通勤等の利便性と安全性の両立を考え、周辺
地区に移動したものと推測される。

このように大規模水害時には、近年、顕在化ししつつある広
域的・中長期的な影響事象が発生し、図中に示すような社会経
済の壊滅的被害につながる不可逆的な事象（企業の倒産、失業、
地域経済の衰退）が発生することが想定され、その発生事象（イ
ンシデント）を把握し、リスク評価することにより、必要とな
る防災・減災対策を明らかにしていくことが重要になると考え
ている。

大規模水害により社会経済の壊滅的被害につながる不可逆的
な事象が発生する要因を推測すると下図に示すような関係性が
仮説として考えられる。

水害による影響は、地域の社会経済の脆弱性（日常の営みの
脆弱性）に対して、洪水インパクトがトリガーとなり発生し、
インパクトや脆弱性が大きいほど被害も広範範囲に及び、復旧
過程における資機材等の調達競合も生じ復旧遅延や困難となる
事態に至り、中長期的な影響へと至ると考えられる。一方で、
保険や共済等の経済的支援や大企業における代替工場生産等の
外部支援の有無によって、波及的影響が軽減されるという事象
も発生している。端的な例には、最大震度６強を記録した平成
19 年の新潟県中越沖地震において、自動車製造に必須の部品で
あるオンリーワン企業によるピストンリングの生産が停止した
事例がある。このため自動車メーカー 12 社もほぼ全面的に生
産停止したが、自動車メーカーによるオンリーワン企業への人的・

図3‐4
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る。

• 常総市における浸水区域と非浸水区域における人口の推移は、共に右下がりで減少している
が、特に浸水区域の水害後の人口の減少幅が大きい。
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図3‐8 水害による中長期的影響発生の基本骨格（案）
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＜外部支援の例＞
■公的支援：

激甚災害指定による災害復旧国庫補助事業の補助率の嵩上げ
災害義援金、災害弔慰金、災害障害見舞金

■業界支援
人材、資機材の一時支援、一時的な代替生産

■グループ企業内支援
人材、資機材の融通、資金支援、代替生産

日常の営みの脆弱性 日常の営みへの回復速度

トリガー

図 3-4 北海道産馬鈴薯の取扱量と価格の推移

図 3-5 北海道産秋人参の取扱量と価格の推移

図 3-6 常総市の市全体における人口の社会動態の推移

図 3-7 常総市の浸水区域と非浸水区域における人口の推移

図 3-8 水害による中長期的な影響発生過程の基本骨格（仮説）

出典：農林水産省「青果物卸売市場調査（日別調査）」

出典：農林水産省「青果物卸売市場調査（日別調査）」
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資機材の全面復旧支援により、再開までに数カ月かかると当初
想定されたピストンリングの生産が１週間で再開し、自動車メー
カーの生産停止は、実質３日間程に治まった。

3.2 水害における防災・減災対策の取組の展望
本節では、社会経済の壊滅的被害の回避を対象に水害におけ

る防災・減災対策の取組に対する一提案を述べる。

(1) 水害への意識を向上させるツールの作成・周知
「新たなステージに対応した防災・減災のあり方（H27.1）」

や「水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策
のあり方について答申（H27.8）」の指摘にもあるように、一般
企業も含めた社会の水害に対する意識が低いことを踏まえ、企
業、住民をはじめとする社会の各主体が、最大クラスの外力に
対しては、「施設では守りきれない」という危機感を共有するこ
とが必要である。そのためには、道路、港湾、電力、通信等の
インフラ・ライフラインは、大規模水害時には利用できなくな
るおそれがあることに気づき、大規模水害を他人ごとではなく

“我が事”として認識し、社会経済への波及影響を地域で共有し
てもらう必要がある。それにより、大規模水害による壊滅的被
害を回避する意識を醸成し、各主体が自主的に壊滅的被害の回
避の取組を開始することを期待するものである。

具体的には、①国内外の被害事例集、②先進企業の水害対
策の取組事例集の公表・配布や、③一般企業向けの水害対策の
チェックリストの作成・配布による水害に対する備えが十分で
ないことの気づきによる危機意識の喚起方策が考えられる。

なお、国内外の被害事例集においては、次節（2）で述べるよ
うに、被害の相対的な規模を示すだけでなく、水害を“我が事”
として捉えられるよう、対象者や対象事象（空間・時間）を絞っ
た被害の様相を丁寧に説明していくことも重要と考える。次図
は、その説明資料の骨格を示すもので、この骨格を基にビジュ
アルに説明するなどの手法も考えられる。

(2) 一般企業等が大規模水害への対策を検討するために必要とな
る情報の整理・共有

内閣府の企業における BCP 策定状況に関する調査結果でも指
摘されているとおり、「スキル・ノウハウが不足している」「情
報が不足している」「人手を確保できない」を踏まえ、一般企業
等が大規模水害への対策を検討するために必要となる情報の整
理・共有を充実していくことが必要である。

水害は土地のリスク情報は浸水想定図により提供されている
が、地震と比較した場合、一般的には、電力、ガス、通信、交
通機関、上下水道などライフラインの被害想定が示されていな
いため、水害を“我が事”として捉えにくい状況にあると考え
られる。

水害でも東京、名古屋、大阪湾等のゼロメートル地帯での大
規模水害に関する検討では、ライフライン・インフラ施設の被
害想定は公表されているが、被害の総量であり、地震のように、
空間分布や被害の復旧過程における時系列変化までは提供され
ていないのが現状である。

大規模水害時には、ライフライン被害に伴う波及被害も空間
的にも時間的にも大きな影響を与えると推測される。しかし、
過去の水害を検証し大規模水害時の被害想定を検討しようとし
ても、戦後復興期の伊勢湾台風やカスリーン台風以後、大規模
水害が発生しておらず、社会統計データの整備されている近年
では、被害の空間規模や時間スケールが小さいため、現状の統
計データの集計単位（例：自治体単位）や時間間隔（例：年）
では、被害が埋もれてしまい定量的に把握することは困難である。

３章の事例でも述べたとおり、近年の水害の頻発・激甚化に
より、広域的・中長期的な影響が少しずつ顕在化しつつあるが、
既往の社会統計データだけで、大規模水害時の被害の全体像を
十分に把握できるか課題もある。被害データの計測・集計方法
の検討も必要と考える。

また、浸水想定図や土砂災害警戒区域図、道路冠水箇所など
提供されている情報が、数値データではなく画像情報及び文字
データであるため、企業がリスク評価を行い BCP や対策の立案
のために、利用・分析することが困難な状況にある。これらの
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図 3-9 浸水から事業再開までの道のり（４段階）のイメージ

図 3-10 地震におけるライフライン被害想定の例
出典：内閣府「中部圏・近畿圏の内陸地震に係る被害想定結果の概要

～経済、交通、ライフライン被害等」Ｈ 20.5（P.2）
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水害リスクマネジメントの現状と展望

情報は、企業や研究者等が活用しやすい形式での生データ（csv 
形式や shp 形式）としてオープンデータ化していくことも重要
である。

このような被災情報を活用した水害のリスクアセスメント方
法も、水害 BCP 策定の手引と合わせて提供していくことが重要
と考える。また、中小企業や地域にとっては水害に関する専門
性を有する人材が不足していることから、リスクアセスメント
や BCP 策定を支援する水害リスクドクター（仮称）を育成・活
用することも有効と考える。水害リスクドクター（仮称）の担
い手は、BCP コンサルタントや建設コンサルタント、防災士、
中小企業診断士などが想定され、業種業界に応じて日常的に付
き合いのある他の外部支援組織・人材の活用・教育を行い、身
近に相談できる体制・仕組みを構築することが肝要と考える。

(3) 社会経済の壊滅的被害を回避するための対策計画の策定
インターリスク総研の企業実態調査 7 によると、基幹業務継

続のためにライフライン・インフラ施設に対して許容できる停
止時間は、電気・通信などは 24 時間以内とする企業が 65％程
度と早期復旧への要求が高い。（水道は 50％程度、ガスは 35％
程度 ）

内閣府の企業実態調査によると、企業が業務を継続する上で
重要な要素や経営資源の上位は、情報システムや通信手段、ラ
イフライン（電力・ガス・水道等）、情報（データ・重要文書）、
事務所・店舗、工場・施設の順であげられており、ライフライ
ンがない（代替手段がない）と業務が成立しないことがわかる。

以上を踏まえると、大規模水害時の社会経済の壊滅的被害を
回避するため企業の早期復旧・復興を図り、地域経済の回復を
早期に図るためには、ライフライン・インフラ施設の早期復旧
が重要であり、企業はライフライン・インフラ施設の復旧見込
みを前提に自らの復旧・復興を目標として BCP による応急対応・
復旧対策を実施していくこととなる。

また、ライフライン・インフラ施設事業者も、排水活動や電
力の復旧見込みを前提に、防災業務計画や BCP に基づき自らの
応急対応・復旧対策を実施していくこととなる。

このような状況を鑑みると、壊滅的被害を回避するための早
期復旧を実現するためには、企業単独の取組だけでは限界があ
り、相互の復旧活動の連携や復旧状況のリアルタイムの情報共
有が必要となる。

復旧活動の連携を効率的・効果的に実現するためには、避難
計画のタイムライン策定に倣い、発災後の復旧行動に関する関
係者一体型タイムライン（復旧行動計画）の策定が必要と考える。

関係者一体型タイムライン（復旧行動計画）の将来的な策定
をも見据えて、東京、名古屋、大阪のゼロメートル地帯の水害
を対象にした協議会が発足し検討が進められているが、関係機
関の戦略的な危機管理行動を計画として実現するために、復旧
の優先順位や資機材の競合の調整に関する意思決定などの仕組
みの構築も必要となる。また、現在は、法制度に基づかない任
意の協議会での検討であるが、計画としての実効性を担保して

いくためには、協議会での意思決定を支援するためのなんらか
の法制度上の位置付けも必要と考える。

また、関係者一体型タイムラインの運用を実現するために、
ライフライン・インフラ施設企業に関する必要な被災情報や復
旧情報がリアルタイムで統一されたプラットフォームにおいて
提供されることが必要不可欠となる。このような情報提供シス
テムを実現する仕組みとして、浸水情報等を提供している統合
災害情報システム（DiMAPS）等を活用して、各事業者から提
供される情報を一元化して提供・情報共有することが考えられる。

なお、IT 技術の進展により技術的にはシステム構築は可能で
あるが、被災情報や復旧情報の情報源は被災者自身なので、劣
悪な環境下で発災時に、実態を把握し情報として作成しシステ
ムにリアルタイムでインプットする仕組み・体制の構築もあわ
せて検討していくことが必要である。

7 ( 株 ) インターリスク総研：第 6 回事業継続マネジメントに関する
日本企業の実態調査報告書 2013.5


